
 

 

 

 

 

 

 

 

  

フレアス舞鶴とは…？ 
  

  

  

  

  

※１ 男女共同参画社会って…？  

  

  

  

  

  
    

利利用用ののごご案案内内  
  

  

  

  

  

                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

「フレアス舞鶴」とは、「舞鶴市男女共同参画センター」の愛称です。

男女共同参画社会※1の実現を目指すための拠点施設とし、情報の発信や

学習・交流の推進などさまざまな事業を実施しています。男女共同参画

社会づくりを目的とすれば男女を問わず誰でも利用できます。 

男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会です。

仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自らの希望に沿った形で展開

でき、男女が共に夢や希望を実現することにより、ひとりひとりの豊か

な人生につながります。 

「フレア」は“ふれあい”、「アス」は“明日・未来”を意味します。 
男女が共同参画を通じて交流を深め、輝かしい未来を創造していく施設になることを願っています。 

“フレアス”の意味 

〔裏面もご覧ください〕 

平成 2９年１２月 第５号 

フレアスだより 
フレアス舞鶴（舞鶴市男女共同参画センター） 
舞鶴市字余部下１１６７（中総合会館５Ｆ）ＴＥＬ ０７７３－６５－００５５  

開館時間：午前９時から午後１０時まで 

休 館 日：毎月第４月曜日 

年末年始（１２月２９日～翌年１月３日） 

お申込み：所定の利用申請書に、 

必要事項を記入して申し込み 

※３ヶ月前の初日から前日まで受付 

使 用 料：無料 ※但し、冷暖房、コピー使用料は実費 

問い合せ：０７７３-６５-００５５ 

施 設：★多目的ルーム ★セミナールーム 

★ミーティングルーム  

●託児ルーム（事業等で使用する場合を除く） 

●印刷コーナー ●市民情報交流コーナー 

●交流サロン  ●図書・情報コーナー 

 

★…申込必要。男女共同参画社会づくりが目的であれば、

どなたでもご利用いただけます。 

●…申込不要。どなたでも自由にご利用いただけます。 

★多目的ルーム 

●交流サロン 
●図書・情報コーナー 

 

●託児ルーム 

★セミナールーム 

女性も男性もみんなで 

学んで…話して…活動が広がる 

積み木、滑り台などの各種遊

具、幼児トイレ、床暖房を設置。

講座などで予約されている時

以外は一般開放しています。 

（収容人員 10～20名） 

講座、会議、研修、作品展示な

ど多目的に利用可能。 

（収容人員 60～110名） 

情報交換と出会いのスペース。

本を読んだり話をしたり、予約

なしで自由に利用できます。 

（収容人員約 50名） 

講座、会議、研修、交流会など

に利用可能。スクリーン、簡易

キッチンを設置しています。２

部屋に分割することも可能。 

（収容人員 60～110名） 

舞鶴市中総合会館の 
５階にあります！ 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
フレアス舞鶴を拠点として活動する団体の交流と活性化を図るため、利用団体の登録を実施しています。登録

していただくと、他の登録団体や行政などから情報提供を受けることができ、団体間の交流を深めるなど、活動
の活性化につなげていくことができます。詳しくはフレアス舞鶴（TEL：65-0055）までお問合せください。 

 

フレアス舞鶴にて 

２． 団体間の交流を深めるために  
 

○ メールボックス 

団体相互の情報交換のため

設置しているメールボックス

が使用できます。各所からさ

まざまな情報が届き、団体活

動の活性化につながります。 
 

○ 市民活動支援事業 

日時 平成 30 年 1 月 26 日（金） 

13 時～15時 45分  

内容 映画「厨房男子」の鑑賞と意見交流会 
 

男性が料理を楽しむ姿を皆さんはどのように感じま

すか。鑑賞後に映画監督を囲んで話し合いましょう。 

 

１． 保育サポーター養成・支援講座 

を開催しました！  
 
現代の子育て事情や救命措置など、計５回の講座を通

して、保育サポーター※1 としての心得や必要な基礎知

識などについて学びました。 
 

※１ 保育サポーター…安心して子育てができるような環境づくり 

を進めるために、子育ての援助を行う者 

 
 
 
 
 
 
 

２． まいてフェスタを開催しました！  
 
今年は「安心・安全は地域から」をテーマに、東舞鶴

高校吹奏楽部・書道部のパフォーマンスや舞鶴警察署の

防犯寸劇、模擬店や作品展示などさまざまな催しが行わ

れました。台風の影響で悪天候で 

はありましたが、多くの方にご来 

場いただき、大変賑やかなフェス 

タとなりました。 

１． 登録団体の紹介  
 

＜ 舞鶴市女性の会 ＞ 
 
戦後間もない昭和 22 年に舞鶴婦人団体連絡協議

会が発足、翌年に舞鶴市連合婦人会と改名され、初

代会長に田端ハナさんが就任されました。その後、

舞鶴市連合婦人会は、幾多の時代の変遷を経て、平

成 18 年に舞鶴市女性の会に改名、再編しました。 
 本会も、私的個人主義世相の流れで組織力は弱体

化しておりますが、婦人会活動の継承と次世代に何

を残すか、何を残せるかを問い続け、母性を根本に、

温かい心が通じ合う、安心安全で豊かな地域社会の

創造のために、地域に根ざした活動という目標を掲

げ、社会参加、文化芸術、いきいき健康ライフ、国

際交流事業と幅広く活動しております。 

来場者 
約 2,500人 

編集・発行  舞鶴市市民文化環境部人権啓発推進室啓発推進課男女共同参画係 

            〒625-8555 舞鶴市字北吸 1044番地  TEL 0773-66-1022  FAX 0773-62-9891  

 

 

 

夫婦関係や子育てのこと、家庭内での暴力や

介護のこと、職場や近所における人間関係のこ

となどの悩みを抱えていませんか？「こんな問

題を相談していいの？」と思わずに、何でも気

軽に相談してみてください。 
 

＜ 電話相談 ＞ 
 

◆日 時 毎月第１～４木曜日（月４回） 

      午前１０時～午後４時 

◆相談員 女性相談員 

（経験と学習を重ねた相談員） 
 

専用電話番号 ０７７３-６５-００５６ 

 

＜ 面接相談 ＞ 
 

◆日 時 毎月第２水曜日（月１回） 

      午前１１時～午後２時１０分 

      ※１人あたり５０分（先着３名） 

 ◆相談員 龍田 英美子さん：女性問題カウンセラー 

 ◆場 所 フレアス舞鶴 相談ルーム 

 ◆託 児 お子様１人につき３００円 
 

※ 予約が必要です。 

相談日の２週間前から前日までにご連絡ください。 
 

電話番号 ０７７３-６６-１０２２ 
（舞鶴市人権啓発推進室） 

女性相談の案内 センターの活動報告 

登録団体について 


